
 

議案第５６号  

羽生市義務教育施設設置条例の一部を改正する条例  

 羽生市義務教育施設設置条例（昭和３９年条例第１７号）の一部を

次のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

   羽生市立学校設置条例     羽生市義務教育施設設置条例  

（設置）  （設置）  

第１条  学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）第２条第１項の規定に基

づき、同法第１条に定める小学校及

び中学校を設置する。  

第１条  学校教育法第２条の規定に基

づき、本市に義務教育施設を設置す

る。  

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  前条の学校の名称及び位置

は、次のとおりとする。  

第２条  本市が設置する義務教育施設

の名称及び位置は次のとおりとす

る。  

 （１）  小学校  

名称  位置  

羽生市立羽生

北小学校  

羽生市北二丁目

１番１号  

羽生市立新郷

第一小学校  

羽生市大字上新

郷５７１６番地  

羽生市立新郷

第二小学校  

羽生市大字下新

郷１０９９番地  

羽生市立須影

小学校  

羽生市大字須影

６７２番地  

羽生市立岩瀬

小学校  

羽生市大字上岩

瀬１７５６番地  

羽生市立川俣  羽生市大字本川  

 

羽生北小学校  羽生市北２丁

目  １番１号  

羽生南小学校  羽生市南６丁

目  ５番地１  

新郷第一小学校  羽生市大字

上新郷  ５７１６番地  

新郷第二小学校  羽生市大字

下新郷  １０９９番地  

須影小学校 羽生市大字須影 

６７２番地  

岩瀬小学校  羽生市大字上岩

瀬  １７５６番地  



 

小学校  俣６２９番地  

羽生市立手子

林小学校  

羽生市大字下手

子林５５５番地  

羽生市立羽生

南小学校  

羽生市南六丁目

５番地１  

羽生市立羽生

東小学校  

羽生市大字藤井

上組２７０番地  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  中学校  

名称  位置  

羽生市立西中

学校  

羽生市大字羽生

１２０番地  

羽生市立南中

学校  

羽生市大字中岩

瀬２２６番地  

羽生市立東中

学校  

羽生市大字今泉

１４４８番地  
 

川俣小学校  羽生市大字本川

俣  ６２９番地  

井泉小学校  羽生市大字藤井

上組  ２７０番地  

手子林小学校  羽生市大字下

手子林  ５５５番地  

三田ケ谷小学校  羽生市大字

弥勒  ８７番地  

村君小学校  羽生市大字堤 

１０７番地  

西中学校  羽生市大字羽生 

１２０番地  

南中学校  羽生市大字中岩瀬 

２２６番地  

東中学校  羽生市大字今泉 

１４４８番地  

 

 

  

附  則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

  令和５年１１月２７日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    

 


